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１．松田町としての施策経緯 

    松田町は過去、「総合計画」、「都市計画マスタープラン」、「地域公共交通総合連携計画」、

「立地適正化計画」を通し、都市づくりの基本理念を「魅力」、「持続可能」、「協働」とし、「新

松田駅」（小田急小田原線）及び「松田駅」（ＪＲ御殿場線）の交通結節点の中心拠点強化と町

域全体との交通ネットワークの強化を基本方針としてきました。 

    こうした施策を踏まえ、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として将来的な都市機能

の配置や居住エリアの設定を行うことで“持続可能で強靭なまちづくり”を行うことを目指

しております。 

 

２．本町の公共交通ネットワークの概況 

    本町は概ね駅周辺の松田惣領、松田庶子地区をもって形成し周辺と連担する中心地区と

山間部の地域生活拠点、観光拠点の寄地区で構成されており、地域公共交通ネットワーク

は新松田駅を発着地とした放射状のバス路線ネットワークを基幹としております。 

    町としては公共交通事業者にその確保・維持・改善のための様々な支援・補助を行なって

きましたが、コロナ下も相まって厳しい環境にあり、一方、町民にとっても高齢ドライバーが

増える中、町内にスーパーが無いこともあり、買い物弱者や病院送迎、子供たちの夜の塾送

迎利用等いわゆる「交通弱者」需要に応じきれていない公共交通の在り方が問われており

ます。 

 

３．事業取組みの経緯 

    上記の背景に基づき、直近の約 10 年間の代表的な取組みとして、様々な路線維持・強化

としてのバス・タクシーへの補助・支援とは別に、以下の３つの事業が挙げられます。 

 時期 事業主体 内容 
①定時・定路型
デマンドバス
の社会実証実
験運行 

H23～24年 
(2011 
～2012) 

町→富士急湘南バス 
実施主体「地域公共
交通会議」 

・定点（既設バス停）方式 
・電話予約 
・車両－大型（15 人乗りワゴ
ン）タイプのため、狭幅員進
入不可 

・受益者負担なし 
②買い物支援サ
ービス「げんき
号」の運行 

R３年～ 
（２０２１） 

松田町社会福祉協議
会 

・買い物目的の利用サービス 
・寄地区、70 歳以上の高齢者
で交通移動困難な「交通弱
者」対象 

・週１回、料金３００円 
③移動スーパー
「 くるまつく
ん」の運行 

H28年～ 
（2016） 

・松田町商工振興会
（総括管理） 

・社会福祉法人「一燈
会」（ドライバー） 

 ※事業開始当初 
・ヤオマサ（商品提供） 

・全町全域サービス（24拠点） 
※住民ニーズを踏まえ随時
見直し 

・町と社会福祉協議会がそれ
ぞれ 200万円補助 

・３エリアでそれぞれ週２日 
・2021 年から大井町でも１０
拠点追加（週１日） 

序 新モビリティサービス事業に取組む背景と経緯 
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げんき号の利用者 

 

 
  

松田町社会福祉協議会が 2021 年

11 月から高齢者の買い物支援を

目的に買い物ツアーサービス「げ

んき号」の運行を始めた。 

 げんき号は、寄地区在住の 70歳

以上の高齢者のみの世帯で、自家

用車や公共交通の利用が困難な

人、一人で車の乗り降りや買い物

ができる人が対象。週１回、自宅

からスーパーや薬局といった決め

られた場所までの送迎を３００円

で利用することができる。 

 同社協は本サービスを通し、買

い物支援のほか、閉じこもり防止、

見守りといった効果も期待してい

る。今後、利用状況などを見極め、

段階的に他地域にも広げていく予

定だという。 

https://www.townnews.co.jp/0608/images/a001090943_01.jpg
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〇定時・定路型デマンドバス社会実験後の対応策としての増発及び支線乗入れ運行路線図 
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    いずれの事業もマイカーでの移動交通困難者への対応や現在のバス路線の強化を目的と

していますが、特に平成23年度に実施したデマンドバス運行をＰＤＣＡの視点でみると、次

の課題が浮かび上がりました。 

 

 

 

 

 

町としては令和元年度、立地適正化計画の中でこれらの背景を踏まえ、公共交通ネットワ

ークの充実を図ることが都市づくりの基本方針として位置づけられており、次の取り組みを

推進しています。 

 

 

 

 

 

又、平成 23・24年度のデマンドバスの社会実証実験結果及びアンケートを踏まえ、 

 

 

 

   がＰＤＣＡとして問われております。 

 

４．新モビリティサービス事業への取組み姿勢 

    本事業の取組み姿勢として、以上の背景と経緯を踏まえ、新しい公共交通サービスの提供

として、既存公共交通事業者との連携化により公共交通の強化を兼ねます。  

 それと共に、それを補う公共交通システムとして、事業計画策定内容としては、新モビリテ

ィサービスとして、多様な利用者ニーズに迅速に応えられ、シームレス化が図られるＡＩオン

デマンド運行システムとそれに伴なうデータ連携を主眼としました。 

 

  

 

 

   もちろん新モビリティサービス対象として、これ以外に自動運転やカーシェアリング、シェア

サイクル、グリーンスローモビリティ等色々な運行手段及び、従来の自治体単独のコミュニ

ティバス運行等がありますが、持続可能な運行や利用者の多様なニーズ対応及びそれを支

える安定した財源確保の面からみて、当町にとって重点的な短期取組み事業として本新モ

ビリティサービス事業を適用した経緯であります。 

 

●登録、予約がアナログ（電話予約等）であり、予約～配車までの迅速感に欠け、利用者

ニーズに応えきれていない 

●既設のバス停アクセス方式であり、本来のデマンドの特徴である“ドア・ツー・ドア”の特

性を活かしきれていなかったこと 

●大型車両のため、狭い幅員の生活道路への進入ができなかったこと 

●既設のバス路線の強化策として取組んだが、実際は増便に反映できなかった 

●路線バスの確保・維持・増便及び利便性向上に対し、R４年度も運行支援として継続的

な支援・補助を行う 

●利用者のニーズ・需要にあった多様な運行形態による交通手段の検討（地域公共交通

会議にて運行形態について検討） 

●公共交通利用促進事業として、公共交通ネットワークの維持・充実を図るための交通

事業、地域と連携した事業の実施 

●デマンドバスで利用者が多かった便の時間帯での路線を増発、運行の促進 

●高齢化が進む５～10 年後の松田町の姿を想定し、高齢者に優しく又、利用者が減少

傾向にある路線バスの減便・撤退への対応に合わせた、松田町独自の公共交通施策の

必要性 

但し、計画に記載した事業については、令和４年度以降、地域公共交通会議等において改

めて「地域の交通のあり方」を議論したうえで、地域にとって必要とされるあり方を確立し

ていきます。 

なお、本事業計画は、地域公共交通会議等の議論に応じて改定等を行い地域の合意形成

を図ってまいります。 
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１．調査の目的 

   国土交通省所管の「新モビリティサービス事業計画策定」の採択を受け、その補助の仕様内

容に基づき、町民のアンケートを実施するものであり、本町民の交通移動環境の実態や新モ

ビリティサービス事業導入の賛否を明らかにし、事業計画策定の基礎資料とする。 

 

２．調査方法 

   大きく２つの調査を実施する。 

①町民アンケート ・全町 4,572 世帯のうち、1,100 世帯（約 25％）を５地区（寄(湯

ノ沢以外)、寄(湯ノ沢)、神山、松田惣領、松田庶子）別に居住人口

を按分し、無作為に抽出 

・自治会の協力のもと、ポスティング（投函）手法で実施 

②出口ヒアリング

調査 

・スーパーの買い物客や病院の通院者を対象に終日ヒアリング調査

を実施 

・調査員の対面方式であるため、設問内容は住民アンケート設問シ

ートより簡易なものとした 

・対象は、県立足柄上病院（70 票）、食品館あおば大井松田店（52

票）、ヤオマサ大井店（68票）、すやまストアー（23票） 

 

 

３．アンケート設問内容と構成 

   本アンケート実施は、限られた工程の中、実行したため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 町民アンケート解析のまとめ 

●属性及び設問の回答はできるだけ簡潔にし、賛否（２択）方式を採用し、集計解析を容

易にする工夫を採った 

●複雑なクロス方式は避け、属性との単純クロスを基本とし、地区意向が相違するだろ

う山間部の３地区（寄（湯ノ沢以外）地区、寄（湯ノ沢）、神山地区）と平地部の２地区（松

田惣領地区、松田庶子地区）へのクロス、及び年齢別（65 歳以上、64 歳以下）クロス

を加えた 
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 図 町民アンケート設問構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 出口ヒアリング調査設問構成 
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●出口ヒアリング調査においては、調査員による対面方式のため質問を簡素化するとと

もに、どこから来たか（町外２スーパー、県立足柄上病院）をポイントとし、但し、買い物

客や通院者にあらかじめ出発地を確認できないため、無作為とした 

ど
こ
か
ら
来
た
か 

ど
の
よ
う
な
交
通
手
段
で 

利 

用 

頻 

度 

交 

通 

不 

便 

度 

Ａ
Ｉ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
運
行
の
賛
否 

自 

由 

意 

見 



7 

 

●住民アンケート 調査票 
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●出口ヒアリング調査 調査票 
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●AIオンデマンドバス イメージ図 
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４．アンケート調査結果の解析まとめ 

   ※集計結果や各解析は資料編参照 

 

   ここでは、町民アンケート分析、付帯する自由意見（回収数の約 30％が記載）、及び出口調

査の分析結果を総合的に取りまとめる。 

  ①町民アンケート調査 
 

対 象 結果指標 分析まとめ 

●配布・回

収 

・配布数 1,100世帯 

・回収率 51.0％ 

（561世帯） 

・同町の近年の類似アンケートに比べ、回収率が

最も高く、町民にとって公共交通への関心が高

いと思われる 

●属性 ・回答者の地区別居住 

 率 

・５地区別に居住人口按分して配布数を決定して

いるため、居住人口が多い平地部（松田惣領地

区、松田庶子地区）に回答者の約 77％が集中

している 

・年齢別比率 ・65歳以上が全体の約 65％であるが、山間部で

ある寄・神山地区は平均 75％で、回答者（主に

世帯主）の高齢化が目立つ 

・家族構成 ・設問では集計分析を容易にするため、３タイプに

分けた 

・独居及び夫婦二人暮らしが過半数を占め、高齢

者回答率が 65％から鑑み、高齢者の一人暮ら

し・夫婦世帯が多いと想定される 

・山間部（寄・神山地区）は特に目立った 

●自家用

車保有 

・自家用車保有率 ・公共交通の不便を裏付けるマイカー保有率は、

全体で約 90％。特に寄地区はほぼ全世帯であ

り、日常の交通移動手段はマイカーに依拠して

いる 

・64 歳以下は全ての回答者が所有しているのに

比べ、65 歳以上は約 14％が所有しておらず、

又、所有台数からみると１世帯１台が 45％を占

め、家族及び家族内での交通弱者が一部見られ

る 

・今後、ドライバー不安としての免許返納傾向から

みて、代替交通手段の必要性が高い 
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●交通手

段 へ の

不満・不

安 

・交通手段への不満・

不安度 

・回答者の約 60％が不満・不安を持っている 

・地域別に見ると山間部の寄・神山地区で約80％

であり、バス路線ダイヤの運行頻度の利便性が

低いことや高齢ドライバーの運転不安及び代替

え交通が無いことが背景にあると思われる 

・年齢からみて 65 歳以上の不満・不安は当然高

い（約 67％） 

・公共交通への不便度 ・交通手段の不満・不安があると回答した回答者

のうち 70％近い方が公共交通サービスの不便

を感じている。ちなみに、全回答者（561 票）の

約 40％を占める 

・その理由として、山間部はバスダイヤ頻度やバス

停への徒歩距離を主因に挙げ、平地部はバスダ

イヤもさることながら、駅までのマイカー送迎の

負担やバス乗り換え、タクシー料金等を主因に

挙げている 

・年齢別の特徴として、64歳以下は通勤等の際の

早朝出社・深夜帰宅のバスダイヤの連結やタク

シー料金への指摘がある 

・全体として、交通手段への不満・不安はあるが、

公共交通としての不便を感じない方が約 30％

を占め、特に新松田駅周辺の松田惣領地区、松

田庶子地区に多い。その理由は、徒歩・二輪車

圏であること、小田急小田原線新松田駅が快速

急行停車駅であること、駅前広場に富士急湘南

バスや箱根登山バスの乗入れバースがあること

が挙げられる 
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●パーソン

トリップ

（ＰＴ）や

起 終 長

（ＯＤ長）

の特性 

・利用目的 ・設問では複数回答方式を試みている 

・スーパー等利用頻度が高い最寄品（生鮮食材や

日用品）が圧倒的に多く、次いで週末型の大型

ＳＣ・量販店・レジャー及び高齢者の通院目的と

なっている 

・通勤・通学が４位約 40％ 

・町民の交通移動はその構成年齢層も背景に、通

勤・通学目的とは別に、日常的な生活交通目的

移動が大きな比率を占めている 

・地区別ではこの傾向は大差ないが、山間部の寄

地区は通勤通学や通院が他地区と比べ突出し

ており、生活の基本的な移動担保が切実である 

・年齢別にみると、当然生産人口を担っている 64

歳以下は通勤・通学を１位に挙げている他、65

歳以上は通院目的が目立つ 

・移動目的地（ＯＤ） ・利用目的別の移動先をみると 

通勤・通学 ・足柄上郡外が多く、小田原市、

秦野市及びその他地域外が有

効回答の約70％を占め、ＯＤ

長も長い 

スーパー等 ・大井町への移動が有効回答の

50％強を占め、大井町への

買い物依存度が高いことが伺

える 

大型ＳＣ等 ・有効回答の 60％弱が小田原

市に集中 

通院 ・町内に県立足柄上病院がある

ため町内依存で充足している

他、小田原市への通院が目立

つ 

外食 ・大井町及び小田原市での外食

が圧倒している 

飲酒会食 ・町内飲酒会食が多い他、小田

原市及びその他地域外への移

動も目立つ 

・無回答者比率の多いのも目立つ 
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 ・移動交通手段 ・各利用目的別にみると、マイカーでの移動が圧

倒的に多く、特にスーパー等や大型ＳＣ、娯楽は

約 80％を占めている。次いで通院約 65％と

なっている。 

マイカーが町民の基本的な“足”であることが伺

える 

・一方、公共交通（バス、タクシー）は全体の数パー

セントに留まり、町民の利用から遠のいている

が、設問で鉄道手段を設けなかったため、無回

答にシフトしていると思われる（マイカー→鉄道

が基本動線） 

・バス、タクシーへの依存がわずかにみられるのが

通院、飲酒会食である（10％弱） 

 これはマイカーではない独居や高齢者世帯の移

動や飲酒運転の違反が制約になっていると思

われる 

・移動利用頻度と時間 

 帯 

・毎日発生する通勤・通学や日用最寄り品の買い 

 物の目的は、無回答を除けばほぼ全数であり、

通院も平日に発生する利用特性からみて平日

に集中傾向がある 

・土・日毎や月数回の利用目的（外食、大型ＳＣ・娯

楽、飲酒会食）はその傾向を裏付けている 

・通勤・通学や外食、飲酒会食目的の無回答が多

いのは、その利用目的に該当者がいないことを

伺わせる（生産人口率 58.7％、就業人口率

48.7％ ※平成 27年国勢調査） 

・利用時間帯は、各利用目的別の特性を裏付けて

おり、朝、昼間、夜タイプに分かれている 

・特筆すべきことは、早朝出社・深夜帰宅と公共交

通サービスの連携が円滑であるかということが

考えられる 
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●新モビリ

ティサー

ビ ス 事

業（ＡＩオ

ンデマン

ド運行）

の 導 入

賛否 

・ＡＩオンデマンド運行

導入の賛否 

・全体の回答者のうち約 53％が導入に対し賛成 

・地区別にみると、山間部（寄・神山地区）は 70％

近く占め、一方、平地部（松田惣領地区、松田庶

子地区）は 50％弱である 

・この相違は、交通不便地区の回答と同傾向であ

り、新松田駅を中心とする徒歩・二輪車圏であ

る平地部は緊急には必要でないと思われてい

るのに比べ、山間部は切実な要請と受け止めら

れる（約 68％） 

・また、前述したように平地部も不満・不安は

50％以上あり、今後、その事業の詳細を示すこ

とにより、理解は深まると思われる 

・年齢別からみると 65 歳以上の高齢者は、約

60％利用したいと回答している 

・運行形態としての「自

家用有償旅客運送」

の導入賛否 

・「自家用有償旅客運送」制度導入について、新モ

ビリティサービス事業として提示した「ＡＩオンデ

マンド運行」の賛成者のほぼ全員が賛成されて

いる 

・地区別には山間部は全数、唯一反対票は松田惣

領地区の 5.8％のみに留まっており、年齢別に

みても世代を横断して同様の傾向である 

・運営方式として会員

制の賛否 

・ＡＩオンデマンド運行の運営方式として、ＡＩオンデ

マンド運行導入の賛成回答者のうち 76.3％が

会員になりたいと回答している 

・ 

・会員認証制度として

のマイナンバーの賛

否 

・約 50％の賛否折半であり、マイナンバーへの周

知化と個人情報のセイフティネットを詰める必

要がある 
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  ②自由意見 

   回収数 561世帯のうち、約 30％の意見が記載され、町民の関心度が伺える。 

   全体の論調としては、大半が本事業導入に賛成である。 

   又、山間部においては現在のバス路線の確保やＡＩオンデマンド運行との接続に関心が寄せ

られる中、すぐ実行してほしいという意見が大半である。 
 

●会員方式と料金体系         

について 

 ・日100～200円の月・年会費を提示したが、詳細

を示していないため、 

 イ．日 200円では高く、特に高齢者の年金生活者

の負担は大きい 

   高齢者の優遇措置を採ってほしい 

 ロ．利用頻度の差異があり、一律の定価格はおか

しい（不公平感） 

 ハ．１人 100～200円なのか、家族での単価か 

   （加入方式について） 

・加入時期は免許返納期を勘案し、いずれ加入した

い層と、すぐ加入したい層に分かれた 

●提供サービス  ・予約から配車までどのくらいかかるのか 

・自宅近くまで来るのか（ドア・ツー・ドア） 

・運行サービス圏はどの範囲か（運行距離） 

・バス路線ダイヤとの接続や早朝・深夜への運行時

間帯の確認 

・会員証の本人認証としてマイナンバー制導入は賛

否分かれる 

・会員でないものも利用できないか 

 （ビジター制度の導入） 

・福祉（非健常者）車両は別にしてほしい 

●運行開始時期  ・いつから開始するか工程を示してほしい 

 （社会実証実験 － 2023年度予定） 

●その他 

 少数意見として 

 ・スーパー、ショッピングセンター施設の誘致や生活

道路拡幅の要望 

・タクシークーポン券の継続希望 

・寄へのバス路線の維持とダイヤ時間帯の拡大希望 
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  ③出口ヒアリング調査 

   無作為のサンプリングに基づく対面ヒアリング方式であり、あらかじめ松田町民に絞れなか

ったため、松田町民の抽出が少なく、設問シートも町民アンケート票に比べ簡易であるため、

調査結果としては参考データとして扱う。 

  ■県立足柄上病院（70サンプル） 
 

設問項目 分析まとめ 

●どこから来たか ・松田町民 15.7％（11人）で、他市町からの来院者が大半 

・町民来院内訳は町全域から来院 

●来院の交通手段 ・60％がマイカーで、バス、タクシーは約 20％であり、マイカーは本

人運転か付添い者 

・町民来院者は、公共交通（バス、タクシー）利用は２人 

●利用頻度 ・週１回未満が約 75％であり、県立足柄上病院は総合病院なので１

～２週間１回以下のペースが考えられる 

・頻度の高い他の専門クリニックへの通院も考えられる 

●交通手段への不

自由度 

・町民来院者の約 55％が「不便だと思う」と回答 

 地区別差異をみると、松田惣領地区、松田庶子地区に集中 

●ＡＩオンデマンド

運行の賛否 

・「利用したい」が 83.3％で、一般町民より医療通院目的の町民に

とって必要度は高い 

 

  ■大井町 食品館あおば大井松田店（52サンプル） 
 

設問項目 分析まとめ 

●どこから来たか ・地元大井町民が過半を占め、松田町民（17.3％）にとどまらず、周

辺市町からも多く来訪し、商圏の広がりを感じる 

・該当松田町民は松田惣領地区を筆頭に全町域から来訪が伺える 

●来訪の交通手段 ・マイカーが大半を占め、地元の大井町民も来訪しているため、徒

歩・自転車・バイクも多い 

・今回の調査日ではバス、タクシーは皆無だが、通常はタクシークー

ポンによる相乗りもあると推測 

・該当松田町民も同様の傾向で、二輪で来訪する方もいる 

●利用頻度 ・スーパーとして日用品、食材提供店なので週１～２回か毎日ペース 

・松田町民も同様の傾向 

●交通手段への不

自由度 

・松田町民だけの回答は「不便」と「不便でない」が拮抗しており、二

輪、マイカーで充足している方も多い 

・松田惣領地区が近くなので、この地区は不便でないことが多い 

●ＡＩオンデマンド

運行の賛否 

・「利用する」が約 70％。しかし母数が小さいので参考までに 
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■大井町 ヤオマサ大井店（68サンプル） 
 

設問項目 分析まとめ 

●どこから来たか ・地元大井町民が 47.1％、松田町民 41.2％、その他隣接市町

11.8％で食品館あおばに比べ松田町、大井町を中心とした地元

中心型である。交通アクセスも便利 

・松田町民の来訪割合も高く、実数も多いため、データとして信頼で

きる 

・松田町民の来訪は松田惣領地区が約 60％を占めるとともに、町

全域からくまなく来訪している 

●来訪の交通手段 ・食品館あおばと同様マイカー及び徒歩・自転車・バイクが全てであ

るが、違いはマイカー手段より徒歩・二輪車が多く、交通アクセス

の利便性が伺える 

・公共交通のバス、タクシー利用は食品館あおばと同様皆無である

が、たまたまと推測される 

・該当松田町民も同様の傾向だが、マイカー利用率の方が高くなっ

ており、起終の距離が背景と思われる。二輪距離圏内は松田惣領

地区と思われる 

●利用頻度 ・食品館あおばと同様の傾向を示しており、ほぼ毎日から週１～２回

に集中している 

・松田町民の来訪者も買い物頻度傾向は同様 

●交通手段への不

自由度 

・食品館あおばと若干の違いを示しており、「不便だと思う」割合が

増えている 

●ＡＩオンデマンド

運行の賛否 

・食品館あおばと比べ「利用する」が約 42％まで減少している 

 「利用しない」意見の母数は松田惣領地区からの来訪者が背景と

なっている 

 

 

 

 

 

 

 

  

■町外２店の考察      ●両店とも大井町内であり、サンプルデータとしても標本数

が少なく、町民アンケートと同一のレベルで分析対象

にならないが、松田町民の来訪ニーズは高く、両町は

日用最寄り品商圏として同一として位置づけられる 
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  ■松田町内 すやまストアー（23サンプル） 
 

設問項目 分析まとめ 

●来訪者住所 ・地元ストアーであり、近隣の徒歩圏である松田惣領地区からの来

訪者が大半で、来訪者全員が町民と思われる 

●来訪の交通手段 ・約 70％が「徒歩・自転車・バイク」でマイカーは約 20％ 

●利用頻度 ・町外のスーパー（食品館あおば、ヤオマサ）と同様の傾向 

 ほぼ毎日から週１～２回に集中 

●交通手段への不

自由度 

・町外２店と比べ「不便である」が 26.1％まで低下している。 

 これはいわゆる徒歩圏内の近隣ストアーのため、公共交通やマイカ

ーをあまり必要としないことが起因している 

●ＡＩオンデマンド

運行の賛否 

・「利用する」が 83.3％で大半が利用したい。 

 徒歩圏でも本運行が、自宅からお店まで直接行けることがこの数

値を裏付けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出口ヒアリング調査 

への考察 

●通院者や買い物客への直接のヒアリングの試み

は、町民アンケートとは別に買い物客や通院の直

接の交通弱者の声がとらえられるとし、実施した 

●ほぼ町民アンケート結果と同傾向の結果が得られ

たが、交通不便への認識度は、居住地域の温度差

もあるが、交通手段、特にマイカー使用の将来不

安も相まって新モビリティサービス導入（ＡＩオン

デマンド運行）に対し、強い期待の声が得られた 

●なおサンプル数は少なく、特にバス、タクシー利用

の皆無回答等、１日だけの実施なので比率等のデ

ータは、信頼度が低い 
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１．広域としての都市圏特性 

と松田町の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地方公共交通手段と利用 

  者サービスの現状と課題 

 

 

マイカー時代の質的変化 

 

 

 

 

 

●足柄上郡は５町（中井町、大井町、松田町、山北町、開成

町）により構成 

●足柄上郡は歴史的にも小田原広域都市圏の一角を担っ

てきたと共に、過去半世紀に渡る２次産業育成（工場誘

致）も相まって、独自の生活都市圏と位置づけられる 

●特に松田町においては、過去郡庁所在地でもあり、東

西・南北軸の交差する交通要衝である 

●当該圏域は開成町、大井町を除き人口減少地域であ

り、特に「松田町第６次総合計画 2019－2026」によ

ると公共サービスが維持困難とされる「消滅可能性都

市」（2040 年－7,364 人）とされている ※国立社会

保障・人口問題研究所 （H30年推計） 

●高齢化率も加速しており、65 歳以上平均 35％、山北

町では 40％を超えている 

●マイカー所有率は平均 1.5 台／世帯、特にＪＲ御殿場線

沿いの大井町、山北町及び鉄道が無い中井町は平均

2.0台／世帯 

 

２ 都市特性からのまとめ 

 

 

●基幹交通骨格は〈鉄軌道－私鉄小田急小田原線とＪＲ御

殿場線、道路－東西軸に走る国道246号と南北に走る

国道 255号及び県道 711号〉から構成されている 

●地方都市の住民の交通移動手段は大都市部と違って

“マイカー”がその大半を占めているが、少子高齢化時

代へ移行している現代、ドライバーの高齢化に伴い、ア

クセルとブレーキの踏み間違いや認知症等による新た

な性格の交通事故が多発化 

●免許返納も加速する中、新たな交通弱者が出現してい

る 

総人口 65,000 人（５町） 
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鉄軌道と道路網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町名 主要駅 該当鉄道 
駅乗車客数 

(1日平均、人) 
分  析 

松田町 新松田 

松田 

小田急小田原線 

JR御殿場線 

11,625 

5,105 

・町民以外の乗継乗降が顕著 

大井町 相模金子 

上大井 

JR御殿場線 

JR御殿場線 

928 

971 

・居住人口からみて利用者数が

少なくマイカー依存が高い 

山北町 山北 

東山北 

JR御殿場線 

JR御殿場線 

939 

1,583 

・大井町と同様の傾向 

開成町 開成 小田急小田原線 

 

6,175 ・ベッドタウン及び従業地として

の典型である。人口の３割が

利用 

●５町から形成される足柄上郡は、鉄軌道においては新

宿～小田原間を結ぶ私鉄小田急小田原線を基幹とし

て、それを補完する形で単線の沼津～御殿場～国府津

間のＪＲ御殿場線が東西に走る 

 但し、中井町は無鉄道 

●一方、基幹道路網は、小田急線と併行に走る国道 246

号が各町を貫く東西の生活交通の骨格と共に、隣接す

る小田原都市圏には国道255号及び県道711号をも

って連結している 

●この主要交通骨格に中井町を除く４町が形成されてい

るが、日常生活の動きはＪＲ御殿場線が単線でダイヤピ

ッチが利用者ニーズに応えきれてなく、この単線に依拠

する大井町、山北町、松田町の町民はマイカーで新松田

駅に乗り継ぎアクセスする傾向がみられる 

●特に松田町、大井町は買い物、外食、通院等の利用目的

では相互補完の関係にある 

 

 

※令和元年 

●特に独居老人、高齢者２人暮らし世代の比率が高まる

中、日常生活行動（スーパーへの買い物、医療通院等）

を支える移動手段は、従来の２次交通のバス・タクシー

対応では限界がある 

●一方、それを補う形で、行政では様々な補助やコミュニ

ティバス運行を試みているが、財源の限界がある。 

 持続可能な安定した財源に基づく抜本的な運営・運行の

仕組みが問われている 
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バ ス 網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス事業者 名 称 対象年齢 サービス内容 

富士急湘南バス シルバー定期券 70歳以上 ・事前にクーポン有料取得 

 ３ヵ月 10,290円 

 ６ヵ月 15,430円 

 １年  25,710円 

・乗り放題 

箱根登山バス 半額利用証 

（ハーフ 65） 

65歳以上 ・事前にパス券取得 

 ６ヵ月  5,000円 

・半額運賃割引 

箱根登山＆伊豆

箱根バス共有 

環境定期券 ・年齢制限無し 

・通勤定期券及

び家族 

・土・休日割引 

・定期券所有 100円 

・家族 大 100 円、小 50

円 

神奈川中央交通 かなちゃん手形 65歳以上 ・事前に手形取得 

 ３ヵ月 3,250円 

 ６ヵ月 5,400円 

 １年  9,850円 

・１乗車 100円利用 

 

 

 

 

 

 

  

●足柄上郡５町及び南足柄市圏域は、富士急湘南バス、箱

根登山バス、神奈川中央交通、伊豆箱根バス４事業者で

棲み分けされている 

富士急湘南バス 山北町、松田町、大井町 

箱根登山バス 開成町 

神奈川中央交通 中井町、（秦野市） 

伊豆箱根バス 南足柄市 

 
●料金体系は各社各々の提供料金であり、圏域としての

統一化が厳しく、全国各地で取り組みの試みがなされ

ている定額制（サブスク）の導入は難しい 

●高齢者優遇措置についても提供サービスは各社が工夫

する中、統一化は無いがその内容をみると差異はほと

んどなく、今後データ連携の構築の中、統一化されてい

く可能性はある 

●足柄上郡５町内では新松田駅を起点とした放射状路線

であり、開成町を通じ小田原まで伸びている 

●町内では山間の寄地区（新松田駅まで10km）への路線

維持が厳しく、行政の補助金をもって支えている 
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タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民の日常生活交通手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動利用目的、属性、頻度 

ＯＤ長（起終点距離） 

 

 

 

 

 

 

●小田原広域都市圏としては７事業者があり、タクシー協

会小田原支部としてメーター型の統一料金方式を採っ

ている（報徳、日本交通、富士箱根、伊豆箱根、ケイエム、

ＨＳＡ、箱根登山） 

●初乗り 600円－1.314km 

●近年地元出身の事業者に加え、全国展開している事業

者の参入がみられる 

●予約・配車については、ＡＩ導入の“ＧＯアプリ”のシステ

ム装着が一部事業者にみられるが、全事業者の装着ま

で至っておらず、ユーザーニーズからみて利用頻度に格

差が出ている 

●新松田駅には松田合同自動車及び箱根登山ハイヤーが

配車されている 

●松田合同自動車には行政が割引クーポンを発行し、買

い物弱者へ支援展開しているが行政財源として持続・

継続型ではなく、町民の買い物弱者の抜本的な解消に

は至らない 

 

 

●当該地域の交通移動手段は、全国の地方中核都市の周

辺の傾向と同様“マイカー”での移動が大半である 

●公共交通の利便環境に相関して各世帯の自家用車保有

率があるが、マイカー保有率は小田急小田原線にブラン

チする松田町、開成町は 1.5 台／世帯、山北町、中井町

は 2.0台／世帯を越える中、大井町は 1.7台／世帯 

●少子高齢化の中、高齢者ドライバーの増加の加速化で、

運転操作のミスや高齢化による運転中の身体異常によ

る事故の多発化及び免許返納の動向に対する返納後の

代替移動担保が問われている 

 

 

●一方、家族外食や飲酒会食に対する飲酒運転の違反が

制約になっていることへの対応 

●日用最寄品（食材）、ドラッグストア等の買い物弱者が顕

著（松田町内にはなく大井町へ） 

●通院・医療は町内に足柄上病院があるが、充足している

わけでなく、小田原市内への移動も目立つ 

●外食や飲酒会食は月１～２回ペースだが、隣接の大井

町、開成町の他小田原市へ 
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表－当該地域の新モビリティサービス利用ニーズにおけるパーソントリップ及びＯＤ一覧 

利用目的 主な属性 
利用者規

模(人) 
利用頻度 

時間

帯 
距 離 

買

物 

①スーパー 

(日用品、生鮮) 

ドラッグストア 

・主婦 

・独居、 

老夫婦 

1.0 毎日 
昼、夕

方 
域内 

②大型ＳＣ、量販

店、レジャー 
家族 3.0～ 

月 1～2

回 

(週末) 

終日 域外 

医療・通院 高齢者 

1.0 

(付添

1.5) 

週 1回 

(平日) 
昼 域内・外 

飲

食 

①外食 家族 3.0～ 

月 1～2

回 

(週末) 

夜 域内・外 

②飲酒会食 

（代行） 
世帯主 1.0 

月 1～2

回 

(平日) 

深夜 域内・外 

通勤・通学（早朝出社、

深夜帰宅） 

サラリーマ

ン、学生 
1.0 

月 1～2

回 

(平日) 

早朝 

深夜 

域内(最寄り

鉄道駅～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●大型ＳＣ、量販店、レジャーは、域外の小田原ダイナシテ

ィ等小田原方面へ（月１～２回）家族単位 

●通勤・通学流は域内では小田急線新松田駅、開成駅へ

の集中は顕著であり、乗継機能として果たしているが、

早朝出社・深夜帰宅ニーズに対し、連携しているバス等

の２次交通との連結に不満が多い 

●ＯＤ長としては、通勤流以外域内で収まっている利用目

的と小田原方面への利用目的に分かれ、概ね松田町を

中心とした５～７km 10 分（マイカー）圏に利用密度は

集中 

●寄地区は松田町連担市街地まで 10km 20分であり、

地域内にはコンビニもなく、様々な利用目的対応に充

足度は低い 
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１．利用者アンケート調査からの分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ．１世帯１人回答方式で 51.0％（全世帯の約 13％）は、同町の近年の類似アンケートに比べて回

収率が最も高く、公共交通に関する関心が高いことが伺える。 

 Ｂ．交通手段（公共交通、マイカー）への将来不安、不満は約 60％（561人中 341人）を占め、特に

山間部（寄）は 80％近く（148 人中 114 人）を占めるとともに、シルバー世代に限らず全世代

に渡る。 

 Ｃ．交通不便の認識は約 40％を占める。 

   Ｂ．と２割の差は、配布量の多い新松田駅周辺の松田惣領、松田庶子地区の住民の声が反映。 

   その原因は、小田急線新松田駅（快速急行停車）及び富士急湘南バス、箱根登山バスが駅前広場

に乗り入れており、又、平地部なので二輪車アクセスが容易な徒歩圏であることが挙げられる。 

 Ｄ．Ｅ．賛成の声は過半数を占め、特に高齢者世代で約 60％、山間部の寄地区では 70％近く、マイ

カーへの高齢者ドライバーとして将来不安と従来公共交通（バス － ダイヤ頻度、タクシー 

－ 高料金）への信頼度と相まっての声と見受けられる。 

     又、運営運行方式については、ＡＩオンデマンド車両の紹介に留まったため、自由意見（全体の

約３割記載）でもその事業詳細を確認したがっており、その内容を提示することにより更なる

潜在層も賛成に回ると思われる。 

     新モビリティサービス（ＡＩオンデマンド運行）賛成者のうち、 「自家用有償旅客運送」制度導

入は、96％は賛成している。 

３ 足柄地域の交通移動上の問題点、課題と「足柄広域新モビリティ 

サービス事業」の導入に向けてのまとめ 

Ａ．配布数、回収率              世帯方式 配布数 1,100世帯 

                          回収数 561世帯(全世帯の約 13％)、回収率 51.0％ 

Ｂ．交通手段への将来不安、不満     全体 60.8％  ※寄・神山地区 77.0％ 

                                      松田地区   55.0％ 

Ｃ．交通不便への認識            39.9％ 

Ｄ．新モビリティサービス導入賛否    賛成 52.6％  ※1.シルバー59.3％ 

                                      ※2.寄・神山地区 68.2％ 

Ｅ．「自家用有償旅客運送」運行賛否   （95.6％  ※Ｄ．賛成母数に対し） 

Ｆ．会員制（サブスク方式）への賛否    （76.3％  ※Ｄ．賛成母数に対し） 

① 町民アンケート調査基本データ（集計結果） 

Ｇ．出口ヒアリング調査（通院、買い物）    スーパー３店 143サンプル、 

足柄上病院 70サンプル 

② 出口ヒアリング調査基本データ（集計結果） 
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Ｆ．料金方式は、本アンケートでは安定した持続可能な交通サービスの提供を維持するための財源

確保として、会員制方式（月・年会費）を提示し、賛否を諮った。 

   結果、ＡＩオンデマンド運行導入賛成者のうち約 76％を得たが、反対も含めた総数からみて約

40％の方が会員制の導入に賛成している。全国の先進事例からみて、会員数がその地域の人

口の約20％が会員となることが事業損益分岐点であるため、充分採算ベースである。更に事業

詳細を示すことにより、この割合は増えるとみられる。 

   一方、自由意見からは啓発的な声が多く、利用頻度からの不公平感に対し、一律的に定めるので

はなく、丁寧な料金メニュー提供や年金生活者でも利用できる廉価なメニュー及び会員以外の

ビジター利用可能な提供サービスを事業計画として盛り込みたい。 

 Ｇ．町民アンケートと同様の回答傾向がみられる。 

   サンプル数が少ないことを配慮して参考データとして扱う。  

   特筆することは、隣接の小田原からの OD も多く、松田町、大井町地域と小田原都市圏は、買い

物、通院といった日常生活交通は同一の生活圏として重複している。 

 

 

 

２．足柄広域都市交通の特性と全国各地における地方都市周辺のモーダル社会の変貌

及び今後の松田町交通施策のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●基幹交通（鉄道）、

町民の高齢化傾向

と自家用車保有率

からみた相関 

●山北町、大井町は単線であるＪＲ御殿場線にブランチし

た形で小田急小田原線新松田駅を乗り継ぎ拠点として

形成されている。 

●高齢化率からみると松田町、大井町は約 30％、山北町

は 40％を越え、同質の地域にある。 

●マイカー保有率は小田急小田原線にブランチする松田

町、開成町は 1.5 台／世帯、山北町、中井町は 2.0 台

／世帯を越える中、大井町は 1.7台／世帯。 

 

●町交通施策からの

将来方向 

●世帯・人口共に減少傾向の中、公共サービスの維持困難

とされる「消滅可能性都市」への懸念（2040 年 － 

7,364 人へ）※国立社会保障・人口問題研究所（H30

年推計） 

●生活利便環境の強化、小田急小田原線新松田駅とＪＲ御

殿場線松田駅を統合した乗り継ぎ拠点として駅前再開

発、1.5次化等の産業育成等が求められている。 
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●全国各地における

地方都市周辺のモ

ーダル社会の変貌 

●少子高齢化の中、超高齢化社会を迎え、マイカーが“主

人公”時代から、高齢者ドライバーの増加とそれに伴う

交通事故や日常生活を支える買い物や通院等の「新た

な交通弱者」の出現。 

●従来の地方公共交通を支えるバスやタクシーの衰退に

伴う財政悪化と路線維持への厳しい環境。 

●地域市町村自治体の限られた財源でのバックアップの

限界。 

 （コミュニティバス、買い物バス、タクシー支援） 

●住民の公共交通サービス低下への不満の増加 

 → 負のスパイラル 

●マイカーを補う新しい公共交通サービスの提供と継続

的で持続可能な運行を担保する運営運行の仕組みとし

ての「地域がスクラムで支える」会員方式導入へのニー

ズ。 

●デジタル庁主導の中小都市のデジタル田園都市国家構

想の推進やスマートシティ、コンパクトシティ、スーパー

シティへの模索。 

●国土交通省総合政策局の MaaS 事業への支援の開 

始。 

（ＡＩ登場による予約、配車、決済のシームレス化等へ） 

●時代ニーズに応える公共交通も含めた、新たな交通サ

ービスを提供するためのライドシェア、カーシェアの方

向。 

●国土交通省自動車局主導の「自家用有償旅客運送」制

度の法改正（令和２年）。 

●自動車メーカーによる自動運転化やＥＶ等技術の進展

や社会実証実験への加速化。 

●距離毎の料金体系から面サービス型の定額制（サブス

ク）への移行。 
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１．取り組みの目的と基本スタンス 

  町民、交通事業者及び自治体が三位一体となって、いわば「自らの交通の足を自らが支える」 － 

受益者負担による「地域ぐるみで支える」ことを基本理念とし、定額制（サブスク）の会員会費導

入方式による事業者運営を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．当該事業の概要（アウトライン） 

① 会員方式と料金

体系 

●原則 100～200 円／日をもとに月・年会費制とする予定。１日当たり

の利用回数の制限は今後検討する 

 ３ヵ月、６ヵ月、年会員（月割りは管理が煩雑） 

 日単価は採算収支シミュレーションを踏まえ精査（先進事例は 300 円以

上） 

●利用頻度に応じ会員対象価格を細分化し、“不公平感”を是正する 

●１世帯単位のパスポートを発行（家族は誰でも利用可能） 

●65歳以上の高齢者世帯の優遇措置 

●非会員（ビジター）も乗降可能とし、その都度運賃の現金収受 

●価格帯への恩典（有利な扱い）や“お得感”へのプレミア提供 

４ 足柄広域新モビリティサービス事業導入の基本方針 

自治体 

交通 

事業者 

地域 

住民 

●ＡＩオンデマンド車両の運行 

●上記運行に伴うデータ連携 

●“公設民営”を基本とし、ＡＩオンデマンドシステム導入費や車両入手（無償、有償 － レンタル、

買取り）費等のイニシャルコストは一義的に官が受け持ち、運営・運行について地域ぐるみ － 

地域住民、事業者が参加した自主運営組織（例えばＬＬＰなど）と既存の交通事業者が連携組成

した事業体をもって実施する。 

●令和４年(2022 年度、地域公共交通会議及び運営協議会（新設）をもって充分本事業の協議

と地域合意形成を図る中、国に対して当該関連補助事業の申請及び地域への周知、告知展開

と会員募集実施する。 

●又、関係する交通事業者と公共交通の維持・促進を前提に具体的な相互補完、連携等を詰め

る 

●令和５年度（2023 年度）で社会実証実験を目指し、ＰＤＣＡとして課題を洗い出す中、令和６

年度（2024年度）本格的な稼働を目指す。 

２．事業対象と基本方針 
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② 運行サービスと

対象エリア 

●基本サービスエリアは５km圏（松田、大井、開成、山北一部）とする 

●ドア・ツー・ドアを基本とした域内 240 箇所、100～150ｍ間隔で乗降

ポイントを設置する（更なる精査） 

●運行時間帯はバスダイヤを補完するとともに、タクシーとの調整を図る

ものとする。早朝・深夜運行も可能とする 

③ ＡＩオンデマンド

システム方式と

データ連携 

●人工知能（ＡＩ）を活用したオンデマンドバス運行の先進事例を実践して

いる企業の協力のもと、クラウド方式のサーバーを活用したシステム導

入 

●予約－配車－決済の迅速且つ効率的なシームレス化を図る 

●アプリ予約以外オペレーションセンターを設置し、電話予約も可能とする

（シルバー層へのアプリ操作対策） 

●交通系ＩＣカード（パスモやスイカ等）の活用（特にビジター）も可能とす

る 

●関連交通事業者の運行ダイヤや配車状況を適確に把握するためのデー

タ連携 

●各バス事業者が実施しているシルバー定期券等の高齢者向け恩典サー

ビスの価格の統一化を図り、本運行と連携する方向で検討する 

④ 運行車両 ●収支シミュレーション及び需要・供給バランスからみて当該地域は７台が

ベストであるが、社会実証実験時期は３～５台で試走し、ＰＤＣＡを踏ま

えてその後、次の本格稼働で台数を確定するものとする 

●福祉車両については別枠とし、一般客との混在は不可とする 

●車両はトヨタハイエースサイズの 10 人乗りとして、ＧＰＳ及びドライブレ

コーダー、デジタルタコグラフ等システム運行に必要な機器を設置する 

●ビジター用運賃収受端末（交通系ＩＣカード、現金対応）及び会員認証端

末を設置する 

⑤ アプリ操作と 

収受 

●類似先進事例をみると高齢者の約 70％ほどが本事業専用のアプリを

操作できる状況となっているが、できるだけ簡易化するとともに、電話

予約も可能とする 

●会員方式なので運賃収受は事前の会員入会時及び更新時に発生するだ

けで、その都度の収受操作は必要としない 

⑥ 福祉と貨客混載 ●リフト付き車椅子対応車両は別途に用意し、“福祉タクシー”として既存

のタクシー会社、サービス事業者と連携して、今後増加するであろう歩

行に不安を抱える高齢者対策の一環とする 

●コロナ禍の中、小荷物宅配サービス運送やウーバー等のテイクアウトへ

の対応も一般運行で対応する方向で検討する 

⑦ プロモーション ●地域の各広報とメディア媒体を活用し、周知・告知展開をすると共に、

“ファンクラブ”（サポーター制度）を創設し、地域で支える“苗床”として

各特典を提供する中、地域へムーブメントを起こす 

●上記ファンクラブは本事業体の原資の一部充当としての協賛金やクラウ

ドファンディングの募集の先導する母体とする 

⑧ 安全運行管理と

ドライバー雇用 

●運行において、国土交通省、(公社)日本バス協会の貸切バス安全認証制

度に則り、運行管理者を置き、連続運行時間やアルコール呼気点検、デ

ジタルタコグラフによる運行記録等法令に従った安全運行環境を実施 

●車両整備点検については、３ヵ月点検を基本とする 

●ドライバー雇用については、松田合同自動車や富士急湘南バス等の既存

交通事業者からの派遣や町施策のシルバー人材バンクを活用する。その

際通常のシフト制より、より労働時間の配慮をするとともに、生活習慣

病の定期検診を行う 
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Chrome 

 

１．事業実施区域 

  ステージ１． 

  （令和５年度 社会実証実験期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ 

 

 
 

エ リ ア 20㎢以内の居住区域 乗降拠点 240箇所程度 

方  式 停留所 to停留所 

※一部エリアをフリー乗降設定も可能 

移動時間 10分 － 20分 

稼働台数 ４台 

予約時期 リアルタイム／事前（乗車時間指定） 予約方式 アプリ／電話 

 

 

  ステージ２． 

 

 

 

 

 

 

  

・新松田駅を中心に、基本半径５km 圏内の居住

区域とする 

・但し、寄地区（9.5km、約20分）も運行可能と

する 

・松田町内居住地全域を母体として、生活交通Ｏ

Ｄ頻度（スーパー、クリニック、塾等）が高い、

隣接の大井町、開成町も両町（両町の地域公

共交通会議）と協議の上サービス圏とする 

 

 

５ 事業計画素案 

・ＪＲ御殿場線及び国道２４６号を通じ、隣接する

山北町域も山北町と協議の上、サービスエリ

アとする方向とする 

社会実証実験を通じ、ＰＤＣ

Ａの視点で課題と対策を浮

き彫りにする中、令和６年度

本格稼働 
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２．事業の目標 

 ●新モビリティサービス事業として、ドア・ツー・ドアのＡＩオンデマンドシステム等の導入を検討

しながら、さらに利用者のニーズ、需要に合った多様な運行形態（自家用有償旅客運送等を

含む）による交通手段の検討を、運営協議会及び地域公共交通会議で充分に協議を進めて

いく 

 ●運営・運行体制は、交通事業者の参加・協力を得て、“公設民営”型の町（複数）主導の事業体

を設立すると共に、住民参加（受益者負担）の会員方式を採り、「地域ぐるみ」で持続可能で

安定した環境を創る 

 

評価指標 目標値 試算根拠 

●地域課題

解決への

貢献及び

施策効果 

・交通弱者の利用不満度 

（社会実証実験期間の

アンケート） 

60％→10％ 今回のアンケートで交通不満・

不安 ・不便を感じる方々が

60％。ＡＩオンデマンドシステム

導入希望が５割を超えており、

導入により 10％に抑制 

・ＡＩオンデマンド運行への

会員加入予定率 

全世帯の40％ 今回のアンケートで加入希望者

40％を得た（抽出率に拡大係

数を乗じた） 

・会員収入（松田町試算） 5,400～ 

１0,800 万

円 

松田町全世帯の 1/3×月額３～

６千円／世帯 

●プロセス

インパクト

効果 

〈周知・告知活動〉 

・サイトアクセス数 

 （ＨＰ等） 

 

50,000人 

 

足柄上郡５町で約 6.5 万人、隣

接の小田原市・秦野市約 35 万

人のうち、広報展開により１割

強が閲覧する 

・協賛及びクラウドファン

ディング収受額 

1,000万円  

〈サービス利用状況〉 

・会員入会登録数 

（第１ステージ） 

 

1,500世帯 

 

松田町全世帯の 1/3 

・サービス満足度 

（アンケート） 

80％ 社会実証実験期でＰＤＣＡ 

・行動変容 

（アンケート） 

30％ マイカー利用者の 30％が転換 
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３．事業の内容 

①事業の柱と事業スキーム 

 

 

 

 

〈
シ
ス
テ
ム
ハ
ー
ド
分
野
〉 

 
●ドア・ツー・ドア運行に

よる交通弱者へのマイ

カー代替交通手段の提

供 

・基本システムの構成は次頁 

・車両－トヨタハイエースタイプ（10 人乗）

３～４台（社会実証実験） 

・乗降拠点－20㎢内 240箇所程度 

・アプリ及び電話予約 

・予約－リアルタイム（乗車時間指定） 

●データ連携による他交

通機関との乗継、振替

のシームレス化（社会実

証実験後実施） 

・鉄道、バスとの乗継時刻データとの連携 

・当該運行需要オーバーのケースが見込ま

れ、タクシー等への振替運送（要価格調

整） 

●各社バス事業者間の割

引クーポン券の料金統

合化への働きかけの実

施 

・各バス会社が実行している高齢者割引ク

ーポン券の統合化の働きかけと当該運

行のクーポン統一化への検討 

●安全運行、会員認証及

び非会員への現金収受

に伴う機器の搭載 

・位置や運行・予約情報のタブレット搭載と

安全運行に伴う機器（デジタルタコグラ

フ等）及び会員認証や非会員乗降に伴う

現金・ＩＣカード収受機器 

 

〈運
営
ソ
フ
ト
分
野
〉 

 
●周知・告知活動として

会員募集及び運営事業

体参加の公募 

・ＡＩオンデマンドシステム及び運行形態

（例：自家用有償旅客運送等）、会員制の

周知・告知を行政広報紙や地域メディア

を通し実施 

・合わせて会員募集及び運営事業体への

参加への公募 

●会費及び非会員（ビジ

ター）の料金収受システ

ムの構築 

・会員入会金の徴収は入会期に発生する

が、アンケートでも指摘のように入会メ

ニューを細分化し、利用頻度に対する

“不公平感”が無いよう配慮すると共に、

収受管理体制を構築する 

・非会員の乗降時の現金収受やキャッシュ

レス化（交通系ＩＣカード活用等）は可能

とするが、カード会社との連携が伴うた

め、収受システムの構築は更なる精査 

 

  

●ＡＩオンデマンドシステムの導入と運行を支える利用者の受益者負担による会員

方式と現金収受方式のハイブリッド方式の導入 

 〈地域が支える持続可能な安定した財源に基づく運営〉 

ＡＩオンデ

マ ン ド シ

ステムの

導入 

利用者受

益者負担

による会

員制方式

の導入 
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②システム構成 

   全体フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（
既
存
交
通
事
業
者
等
）
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  各種機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

。
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４．実施予定時期 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．事業実施に必要な式の額、調達方法 

①必要な資金の額 

分類 費 目 額（万円） 内 訳 

初
期
コ
ス
ト 

●ＡＩオンデマンドシ
ステム導入費 

1,819 
・システム費（アプリ開発込み）、導入支援費、 
研修等立ち上げ費、その他諸経費等 

●車両取得費 
2,000 

・４台×500万円／台 
・新車購入の場合（償却 60箇月） 

●端末車両機器 
40 

・タブレット（iPadと乗務員携行品込み） 
 ４台×10万円／台 

●乗降場 
480 

・シール設置 240箇所 
 シール制作、施工 ２万円／枚×240箇所 

小 計 4,339 
車両購入は別として 2,339万円 
リース、レンタル等もあり 

台当り 1,085 車両取得費除いて 585万円 
    
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト 

 
 

●車両運行費 

2,628 

・車両 0.6万円／台／日×４台×365日 
＝876万円（人件費、燃料、修繕費込み） 

・人件費 1.2万円／人／日×４台×365日 
＝1,752万円（一般管理費込み） 

●システム維持費 
700 

・システム維持管理・ライセンス等（乗降場 
240箇所 12 ヵ月） 

・プロジェクトマネージメント費込み 
●電話オペレーター 400 １人体制 ８ｈ／日、1.6万円／日×稼働日数 
●車両保険等その他
原価 

250 

・４台分 
・車両保険 120万円、車検30万円、自動車税

20万円、修理費80万円（タイヤ等消耗品含
む） 

●間接経費 
（一般管理費） 

1,704 

・ランニングコスト合計の 30％とする 
・賃料（オペレーションセンター）、光熱費、定期
点検、安全運行管理に係る人経費（安全運行
管理士等） 

小計 5,682  
台当り 1,420  

※ 前提条件として運行車両４台、乗降ポイント 240箇所 20㎢以内 

  

●令和４年度（準備） ●令和５年度（試走） ●令和６年度～（本格稼働） 

●運営・運行事業体の 

 組成 

●システム導入、車両取

得等の初期コスト確保

のための各種補助申請

及び予算確保 

●周知・告知及び会員 

募集 

●社会実証実験準備 

●社会実証実験 

●ＰＤＣＡによる課題 

の洗い出しと対策 

予約と配車時間、料 

金、車両台数、サー 

ビス区域等 

 

 

●ＰＤＣＡに基づく対策

に応えた本格的な稼働 
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②事業資金調達の方針 

  前項で示したように、初期投資額は概算で 4,339 万円（車両取得費込み、各種安全運行

に必要な端末は別）であり、リース・レンタルや既存交通事業者からの貸与も考えられる車

両取得費を別とした場合、2,339万円である。 

  ランニングコストもドライバーの人件費、システム維持費込みで約 5,700 万円／年であ

る。 

  本事業への向き合い方は「公設民営」であり、イニシャルコストは行政が一義的に負担し、ラ

ンニングコストは運行主体となる民営事業体（ＬＬＰ、交通事業者等）が負担する方針である。 

    又、収入面として受益者負担型の会員制等の導入により、月・年間の財源が担保されるこ

とになり、ランニングコストはこの充当で充足され、収支は等価となると考えられる。 
 
 支出（必要な財源） 収入（資金調達） 方 針 

初
期
投
資
コ
ス
ト 

イ．ＡＩオンデマンド
システム導入
及 び 関 連 端
末、乗降場シー
ル 

 
計 2,339万円 

当該補助事業の活用予定 
・新型輸送サービス導入支援
事業（国土交通省 1/3） 

・日本版MaaS推進・支援事
業（国土交通省 1/2） 

・地方創生推進交付金（内閣
府 1/2） 

・関連国補助事業費の活用と町負担 
※国土交通省補助金を活用するには各
補助要綱の要件を満たす必要あり。 

ロ．車両取得 
 ・ 新 車 購 入

2,000 
万円（４台） 

 ・リース・レンタ
ル、中古購入
方式有 

・地方創生推進交付金（内閣
府 1/2） 

・町単独取得方式以外、協力交通関連事
業者からの貸与及び運行事業体の一
部取得 

    
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト 

ハ．車両運行 
2,628万円 

ニ．システム維持
700万円 

ホ．電話オペレータ
ー 
400万円 

ヘ．車両保険等その
他原価 

  250万円 
ト．間接経費 
（一般管理費） 

  1,704万円 
計 5,682万円 

・会員入会金－全世帯のうち
1/3 加入（アンケート結
果）、松田町のみで全世帯
の 1/3 の会員収入をもっ
て充当 

（会員対象 1,500 世帯－松
田町のみ、全世帯の 1/3） 

 1,500 世帯×3 千円／月
（最低料金価格）×12箇月 
＝5,400万円 

・協賛金（ラッピング、タブレ
ット広告等）・クラウドファ
ンディングの収受金 
1,000万円 

・収支損益としては、概略であるがゼロベ
ース 

・なお、収入においては最低価格であり、
民営運行事業体として、持続可能な運
営に耐えられる財源と考えられる 

※データ連携及びキャッシュレス事業は第２期（社会実証実験後）とする 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度に社会実証実験の実施を目指しており、令和４年度に関連国補助事業の申請

を検討している。会員入会金の収受は、上半期告知・周知展開を踏まえ、令和５年度上半

期に実施する。 

なお、併行して地域内の企業、町民からの協賛金やクラウドファンディングの募集を実施

し、地域ぐるみのムーブメントを起こすと共に、収受金をランニングコストの一部に充当す

る。 
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６．事業実施に必要なデータ連携に係る事項 

  ・新モビリティサービス事業として“ＡＩオンデマンドシステムの運行”を主眼とし 

ている 

  ・その実施に不可欠なデータ連携の取り組みについては、事業目標年度に合わせ２段 

階別のデータ連携とする 

 

時 期 データ連携に係る施策事業 

〈短期〉 

社会実証実験時期 

－令和５年度－ 

●連携すべき最低限の他交通機関時刻表（ＪＲ御殿場線、小田

急小田原線）の鉄道主要駅、特に始発、終電情報及び寄地区

－新松田駅間のバス時刻表データを入力して、本事業運行の

専用アプリに搭載 

●本事業の専用アプリは、他先進事例で実証済みのシステムを

活用 

〈中期〉 

本格稼働期 

－令和６年度～－ 

●交通事業者間の検索・予約・決済を一括したシステム導入は、

当該地域ではバス・タクシー会社が５社（富士急湘南バス、箱

根登山バス、(神奈川中央交通)、松田合同自動車、箱根登山

ハイヤー）あり、調整は難しい 

●但し、各バス会社が展開している 65 歳以上の高齢者への割

引クーポン券の価格帯は、各社とも大差なく、月・年会費タイ

プなので定額制として価格を統一化できる土壌を持ってい

る 

●本事業のＡＩオンデマンドシステムの運行と価格帯の調整は可

能であり、利用者への分かり易い提供サービスを行うため、

社会実証実験を踏まえ、ＰＤＣＡの精査の中、取り組むことを

基本方針とする 
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７．新モビリティ事業と連携して実施される事業がある場合には当該事業に関する事項 

   松田町は、令和元年度に策定した松田町立地適正化計画に基づき、持続可能で強靭 

なまちづくりを行うための「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を形成する利便性 

の高いまちを目指し、都市機能及び居住の誘導施策の一環として様々な交通施策を 

推進している。 

    交通結節点としてのＪＲ御殿場線松田駅と小田急小田原線新松田駅の一体の駅前再 

開発事業を筆頭に、その波及効果としてのまちなか再生がテーマであるが、交通ネッ 

トワークの強化として、以下の事業を推進している。 

 

町  ●路線バスの確保・維持及び利便性向上のための各種補助事業の

展開 

国等  ●路線バスの増便 － 運行支援（地域公共交通確保・維持・改善事

業） 

●市街地循環バスの創設（地域公共交通確保・維持・改善事業） 

●利用者のニーズ、需要にあった多様な運行形態による交通手段の

検討 

●公共交通利用促進事業 － 公共交通ネットワークの維持・充実を

図るための交通事業者・地域と連携した事業の実施 

 （地方創生推進交付金、地域公共交通確保・維持・改善事業、 

都市・地域交通戦略推進事業） 

等 

※地域公共交通確保・維持・改善事業については、活用するには補

助要綱の要件を満たす必要あり 

この背景を踏まえ、本事業の新モビリティサービス事業（ＡＩオンデマンドシステム運 

行）の位置づけがあるが、実際にはバス路線の更なる減便の動きもあり、本事業の推 

進は急務となっている。 

他交通手段とのデータ連携は、シームレス化を促進し、利用者の利便性向上を推進 

   するが、まずはＡＩオンデマンドシステムの運行を確実に実施し、社会実証実験を経て 

ＰＤＣＡとして課題と対策を明らかにした後、ビッグデータの活用も視野に入れたデー 

タ連携事業に着手したい。  
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８．その他新モビリティサービスの運営に重大な関係を有する事項がある場合には 

その事項 

 

   新モビリティサービス事業として「ＡＩオンデマンドシステムの運行」を主対象と 

したが、その運行・運送方式や誰が運行主体を担うか及び会員方式・現金収受方式に 

よる金銭収受に係る運営事業の主体を明らかにしておく必要がある。 
 

１．運行・運送方式  令和４年度設立する予定の運営協議会、又は地域公共交

通会議において、さらに利用者のニーズ・需要に合った多

様な運行形態（自家用有償旅客運送等を含む）による交

通手段を協議する 

国土交通省自動車局編集の事例集によると、収支改善モ

デル、事業者との役割分担モデル、観光需要等に対する

補完モデル、移動手段の拡充モデル、住民主導モデル、地

域資源活用モデルの６つに分類され、運行において車両

や配車システム等に技術活用して工夫している事例は「技

術活用あり」と整理されている 

〈当該地域のケース〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

●結論としては 

 地域住民の参画を得て、“地域ぐるみ”で支える方式を

採ると共に、交通事業者と十分な調整を図る中、相互

を補う Win-Win の連携を前提とした事業体制を組成

することを検討する 

 なお、交通空白地域の認定及び自家用有償旅客運送の

認定は、法令上運営協議会ないし地域公共交通会議を

もって“地域が決める”ということになっており、本計画

策定のために実施した町民アンケートにおける大半の

賛成の声を踏まえ、令和４年度上半期以降、充分な協

議を行いたい 

２．運営・運行体制  ●策定主体である新モビリティサービス推進協議会を母

体に、行政主導の「公設民営型」の事業実施体制を組成

することを検討する 

●事業管理体制全体は、当面法人ではなく任意団体とす

るが、会員方式・現金収受による金銭収受の発生する

事業でもあるため、実行運行母体は民営とし、地元有

志（ＬＬＰ）、商工会、福祉団体及び交通事業者の参加を

得た体制とする 

 

●ＡＩオンデマンドシステム導入ケースであり、技術活

用であること 

●町民利用者の受益者負担に基づくサブスク方式の

「会員制」方式及び非会員の現金収受も行うハイブ

リッド方式であること 

●従って、金銭収受のある事業でもあること 

●既存交通事業者の財政悪化へのマイカー代替交通

の提供と補完を目指していること 
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Chrome 

 

    当面の令和４年度で進める対象として、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施する。 

 

６ 今後の進め方 

① 令和４年度に実施される「地域公共交通計画策定」で、本事業の位置づけを明らか

にする。 

② 地域公共交通会議（定期開催）及び本事業に係る運営協議会を創設する中、本新

モビリティサービス事業計画及び運行形態を精査し、議論に応じ改定を行なう。 

③ 上記手順を踏まえ、本事業実施のための財源確保として、イニシャルコストについ

て、関連国補助事業の申請及び町負担の予算確保。ランニングコストは、運営協議

会の枠組みで、民間運行事業体を組成する中、ゆだねる方向で検討する。 

④ 関連公共交通事業者と具体的な連携策を丁寧に詰める。 

⑤ 併行して、地域への周知・告知展開を実施し、地域の理解と合意形成を更に図って

いく。 

⑥ 令和５年度、社会実証実験事業に向けての運行における民間事業体の組成と一連

の準備を行なう。 

⑦ なお、利用者への提供サービスメニューと料金価格帯の提供は、“不公平感”が無

いよう充分精査した事業内容を検討すると共に、道路運送法７８条、同施行規則 

５１条で示されているように、地域公共交通会議等で精査する。 
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１． 足柄広域新モビリティサービス推進協議会設置要綱 

 

                      制定：令和３年 11月５日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、松田町地域公共交通会議設置要綱（以下「要綱」という。）第７条の

規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59

号）（以下「法」という。）第３６条の４第１項の規定に基づく「足柄広域新モビリティサー

ビス推進協議会」（以下「協議会」という。）を設置することについて必要な事項を定め

る。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、松田町地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）の指示を受け、

法第３６条の２第１項の規定に基づく、新モビリティサービス事業計画（以下「事業計画」

という。）の策定に関する具体的な取組みや町の新たな交通施策等について専門的な

調査及び検討を行うものとする。 

（組織） 

第３条 協議会はその内容に応じ、交通会議の会長が指名する者をもって組織する。 

（協議会の運営） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 １名 

（３）監 事 １名 

２ 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。 

３ 監事は、構成員のうちから会長が指名する。 

４ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は会長が召集し、議長となる。 

２ 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 構成員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理の者を出席させるこ

７ 資 料 



48 

 

とができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、そ

の代理の者の出席をもって当該構成員の出席とみなす。 

４ 会議の議決は出席構成員の過半数で決めるものとし、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 会議は原則公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営

に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、資料を提供させ、

又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、松田町政策推進課に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第８条 協議会の運営に要する経費は、補助金その他の収入をもって充てる。  

（財務に関する事項） 

第９条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第 10条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会

長であった者がこれを決算する。 

（補則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和３年 11月５日から施行する。 
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２． 足柄広域新モビリティサービス推進協議会 名簿 
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３． 用語解説 

 

頁 使用用語 解説 

4 グリーンスローモ

ビリティ 

時速 20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移

動サービスで、その車両も含めた総称。 

6 ＰＴ Person Trip パーソントリップの略。一定の対象地域内においての「人

の動き」。 

6 ＯＤ 人や物、自動車などが移動する origin 起点から destination 終点ま

で。ＯＤ長はその距離。 

6 ＡＩオンデマンド AI※を活用した効率的な配車により、利用者予約に対し、リアルタイム

に最適なルートを検索し運行する等一連の流れを行うシステム。 

※AI：artificial intelligence人工知能。 

1５ 大型ＳＣ （shopping center）ショッピングセンター。 

複数の店舗が入居する商業施設。 

18 ドア・ツー・ドア 自宅の戸口から目的の戸口まで移動する運送方式。 

18 ビジター 会員以外の利用者。 

24 ダイヤピッチ ダイヤとはダイヤグラムの略で、公共交通機関の運行図・時刻表など。 

ダイヤピッチは運行回数又は運行の時間間隔。 

25 サブスク 定額制。定額料金で一定期間そのサービスを受けられること。サブスク

リプションの略。 

25 クーポン 一定の条件で利用できる割引券や優待券。 

26 買い物弱者 経済産業省の定義によれば「流通機能や交通網の弱体化とともに、食料

品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている人々のこと。 

27 モビリティサービ

ス 

自動車による移動や運搬をスムーズに行うためのサービス。 

たとえばカーシェアリングやライドシェアなど、クラウド※上で管理され

る交通サービスなど。 

※クラウド：インターネットなどのネットワーク経由でサービスを提供す

る形態。 

29 自家用有償旅客

運送 

交通の不便な地域において、住民の日常生活における移動手段を確保

するために、自家用車を用いて有償で人を運送する仕組み。 

30 モーダル 貨物や旅客の移動手段。 

30 ブランチ 枝分かれした一つ一つ。そこにぶら下がっているもの。 

31 負のスパイラル 連鎖的に悪循環が生じること。 

31 スクラム 全員が一丸となる。一致団結すること。 

2８

31 

デジタル田園都

市国家構想 

地方のデジタル化によってビジネスや教育、医療といったさまざまな課

題を解決し、地方と都市の差を縮めるようとする構想（デジタル庁所

管）。 

31 スマートシティ 情報通信技術や人工知能などの先端技術や、人の流れや消費動向、土地

や施設の利用状況といったデータを活用し、エネルギーや交通、行政サ

ービスなどの社会基盤を効率的に管理・運用する都市の概念。 

31 スーパーシティ AI やビッグデータなどの最新テクノロジーを活用し、社会の課題を解決

する未来都市。スマートシティとの違いは、スマートシティが各分野にお

いて個別に最先端技術を導入するのに対し、スーパーシティは各分野を

横断するデータ連携基盤を軸にして丸ごと都市を創っていこうとするも

の。 

31 コンパクトシティ 都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同時に中心市街地の活性

化が図られた、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都

市。 

  

https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A-74374
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%A8%AD
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E5%AE%9A%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%A1%E4%BB%B6
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E7%94%A8
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%B2%E5%BC%95%E5%88%B8
https://www.weblio.jp/content/%E5%84%AA%E5%BE%85%E5%88%B8
https://kotobank.jp/word/%E5%85%88%E7%AB%AF%E6%8A%80%E8%A1%93-550623
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%8A%E5%A4%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%83%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E9%83%BD%E5%B8%82
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31 ＭａａＳ Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス〈マース〉）。

ICT（Information and Communication Technology 情報通

信技術）を活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運

営主体にかかわらず、自家用車以外の全ての交通手段による移動を 1

つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ新たな『移動』の概念。 

31 シームレス化 途切れのない、継ぎ目が無いの意味。別々の交通手段同士の接続をス

ムーズにすることで移動を効率化すること。 

31 カーシェア 登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービスないし

はシステムのこと。レンタカーよりもごく短時間の利用が可能で便利で

安価になるように設定されていることが多い。カーシェアリングの略。 

31 ＥＶ Electric Vehicle電気自動車。電力を動力にして動く車両全般。 

31 ライドシェア 自動車などの相乗り。 

33 公設民営 地方公共団体が施設、事業システムを設置し、その運営を民間の企業・

団体が担う。 

33 ＬＬＰ Limited Liability Partnership有限責任事業組合。事業組織の形

態の一つ。 

33 ＰＤＣＡ Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の頭文字を

とったもので、このサイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改

善を促すもの。 

33 シミュレーション 現実に実験を行うことが難しい物事について、想定する場面を再現し

たモデルを用いて分析すること。 

34 クラウド方式 インターネット上の複数のサーバーを利用して、ソフトウェア、データベ

ースなどの厖大な資源を活用するサービス。 

34 サーバー 利用者の要求に対して、それに対応したデータを提供するコンピュータ

ーやプログラムのこと。 

34 アプリ アプリケーションソフトウェアの略。ある特定の機能や目的のために開

発・使用されるソフトウェア。 

34 ＧＰＳ Global Positioning System 全地球測位システム。人工衛星を駆

使した地理情報計測システムの名称。 

34 デジタルタコグラ

フ 

自動車運転時の速度・走行時間・走行距離などの情報をメモリーカー

ド等に記録するデジタル式の運行記録計。 

34 プロモーション 商品や人材、サービスを売るために行う広報活動の総称。 

34 ファンクラブ、サポ

ーター 

支持者。後援者。賛同者。 

34 ムーブメント 主張をもった集団の行動。世間の流れや動向。 

34 クラウドファンディ

ング 

インターネットを通して活動や夢を発信することで、想いに共感した

人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募るしくみ。 

35 リアルタイム 即時。同時。実時間。 

39 ナビゲーション 目的地までの経路や道順、移動方法の案内。 

39 ユニバーサル対応 普遍的な。汎用。万人向け。 

43 ビッグデータ 一般的なデータ管理・処理ソフトウエアで扱うことが困難なほど巨大で

複雑なデータの集合。 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%8A%80%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E6%8A%80%E8%A1%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E4%BA%A4%E9%80%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%AE%B6%E7%94%A8%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
https://www.weblio.jp/content/%E7%8F%BE%E5%AE%9F
https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9F%E9%A8%93
https://www.weblio.jp/content/%E9%9B%A3%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%A9%E4%BA%8B
https://www.weblio.jp/content/%E6%83%B3%E5%AE%9A
https://www.weblio.jp/content/%E5%A0%B4%E9%9D%A2
https://www.weblio.jp/content/%E5%86%8D%E7%8F%BE
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E7%94%A8%E3%81%84%E3%81%A6
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E6%9E%90
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-849#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC-3599
https://kotobank.jp/word/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-5387#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
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